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第 1 3 回 久 慈 市 議 会 臨 時 会 会 議 録 

 

議事日程第１号 

平成21年５月21日（木曜日）午前10時00分開議 

 第１ 会期の決定 

     議会運営委員長の報告 

 第２ 会議録署名議員の指名 

 第３ 常任委員の選任 

 第４ 議会運営委員の選任 

 第５ 議案第１号から議案第５号まで及び報告第１

号 

     提案理由の説明・総括質疑 

     委員会付託省略 

     議案第１号（質疑・討論・採決） 

     議案第２号（質疑・討論・採決） 

     議案第３号（質疑・討論・採決） 

     議案第４号（質疑・討論・採決） 

     議案第５号（質疑・討論・採決） 

──────────────────── 

会議に付した事件 

 日程第１ 会期の決定 

      議会運営委員長の報告 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 常任委員の選任 

 日程第４ 議会運営委員の選任 

 日程第５ 議案第１号 平成20年度久慈市一般会計

補正予算（専決第１号）の専決処分に関し承認

を求めることについて 

  議案第２号 市税条例等の一部を改正する条例の

専決処分に関し承認を求めることについて 

  議案第３号 平成21年度久慈市一般会計補正予算

（第１号） 

  議案第４号 平成21年度久慈市老人保健特別会計

補正予算（第１号） 

  議案第５号 一般職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例 

  報告第１号 職員による自動車事故に係る損害賠

償事件に関する専決処分の報告について 

──────────────────── 

出席議員（24名） 

１ 番 梶 谷 武 由君 ２ 番 上 山 昭 彦君 

３ 番 泉 川 博 明君 ４ 番 木ノ下 祐 治君 

５ 番 澤 里 富 雄君 ６ 番 藤 島 文 男君 

８ 番 畑 中 勇 吉君 ９ 番 小 倉 建 一君 

10 番 山 口 健 一君 11 番 中 平 浩 志君 

12 番 中 塚 佳 男君 13 番 佐々木 栄 幸君 

14 番 桑 田 鉄 男君 15 番 堀 崎 松 男君 

16 番 大久保 隆 實君 17 番 小野寺 勝 也君 

18 番 城 内 仲 悦君 19 番 下斗米 一 男君 

21 番 下 舘 祥 二君 22 番 大 沢 俊 光君 

23 番 濱 欠 明 宏君 24 番 八重櫻 友 夫君 

25 番 髙屋敷 英 則君 26 番 宮 澤 憲 司君 

欠席議員（１名） 

７ 番 砂 川 利 男君 

欠員（１名） 

20 番 

──────────────────── 

事務局職員出席者 

事務局長 根 井  元 事務局次長 澤 里 充 男

庶務グループ
総 括 主 査 外 谷 隆 司 

議事グループ 
総 括 主 査 長 内  実

主 査 津内口昌紀 

──────────────────── 

説明のための出席者 

市 長 山内 隆文君 副 市 長 菅原 和弘君

副 市 長 外舘 正敏君 総務企画部長 佐々木信蔵君

市民生活部長 野田口 茂君 
健康福祉部長 
(兼)福祉事務所長 菅原 慶一君

農林水産部長 亀田 公明君 産業振興部長 下舘 満吉君

産業振興部付部長 猪久保健一君 
建 設 部 長 
(兼)水道事業所長 晴山  聰君

山形総合支所長 田老 雄一君 教 育 委 員 長 鹿糠 敏文君

教 育 長 末﨑 順一君 教 育 次 長 中居 正剛君

選挙管理委員会
委 員 長 鹿糠 孝三君 監 査 委 員 木下 利男君
総 務 企 画 部
総 務 課 長
(併)選管事務局長

勝田 恒男君 
総 務 企 画 部 
財 政 課 長 宇部 辰喜君

教 育 委 員 会
総務学事課長 鹿糠沢光夫君 

監 査 委 員 
事 務 局 長 松本  賢君

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    午前10時00分   開会・開議   

○議長（宮澤憲司君）  おはようございます。ただい

まから第13回久慈市議会臨時会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（宮澤憲司君）  諸般の報告をいたします。 

 市長から議案の提出があり、お手元に配付してあり

ます。 

 この際、市長から教育委員会の委員長紹介のため発

言を求められておりますので、これを許します。山内

市長。 

○市長（山内隆文君）  去る５月８日に開催されまし

た第２回久慈市教育委員会議臨時会におきまして、任

期満了による後任の委員長に鹿糠敏文氏が選任された

旨の通知がありましたので、ご紹介を申し上げます。 

    〔教育委員長鹿糠敏文君起立、一礼〕 

○議長（宮澤憲司君）  次に、人事異動に伴う幹部職

員紹介のため発言を求められておりますので、これを

許します。菅原副市長。 

○副市長（菅原和弘君）  去る４月１日付で職員の人

事異動を行いましたので、部長級の異動者を紹介させ

ていただきます。 

 田老雄一山形総合支所長でございます。砂子勇会計

管理者でございます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（宮澤憲司君）  次に、去る４月１日付をもっ

て議会事務局職員の人事異動を行いましたので、紹介

いたします。 

 事務局次長、澤里充男、主査、津内口昌紀、主任、

佐々木久美、以上であります。 

 これより本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 会期の決定   

○議長（宮澤憲司君）  日程第１、会期の決定を議題

といたします。 

 会期日程案に関し、委員長の報告を求めます。大沢

議会運営委員長。 

    〔議会運営委員長大沢俊光君登壇〕 

○議会運営委員長（大沢俊光君）  第13回久慈市議会

臨時会の運営につきまして、去る５月19日、議会運営

委員会を開催し、協議いたしましたので、その結果を

ご報告申し上げます。 

 今臨時会で審議いたします議案は、市長提出議案５

件と、常任委員及び議会運営委員の選任、合わせて７

件であります。ほか、専決処分の報告が１件ございま

す。 

 このことから、今臨時会の会期は本日１日とすべき

ものと決しました。 

 各位のご協力をお願い申し上げ、ご報告といたしま

す。 

○議長（宮澤憲司君）  お諮りいたします。本臨時会

の会期は、ただいまの委員長報告のとおり、本日１日

と決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、会期は１日と決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第２ 会議録署名議員の指名   

○議長（宮澤憲司君）  日程第２、会議録署名議員の

指名を行います。 

 会議録署名議員に、桑田鉄男君、堀崎松男君、大久

保隆實君を指名いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第３ 常任委員の選任   

○議長（宮澤憲司君）  日程第３、常任委員の任期満

了による選任を行います。 

 お諮りいたします。常任委員の選任については、委

員会条例第７条の規定により、お手元に配付の名簿の

とおり指名いたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、常任委員はお手元に配付の名簿のとおり選任する

ことに決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第４ 議会運営委員の選任   

○議長（宮澤憲司君）  日程第４、議会運営委員の任

期満了による選任を行います。 

 お諮りいたします。議会運営委員の選任については、

委員会条例第７条の規定により、お手元に配付の名簿

のとおり指名したいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（宮澤憲司君）  ご異議なしと認めます。よっ

て、議会運営委員はお手元に配付の名簿のとおり選任

することに決定いたしました。 

 この際、議事の都合により休憩いたしますが、休憩
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に先立ち、委員会条例第９条の規定により、当職から

各常任委員会及び議会運営委員会を招集いたします。 

 各常任委員会は、正副委員長互選のため、休憩後直

ちに、総務常任委員会は第１委員会室に、教育民生常

任委員会は第２委員会室に、産業経済常任委員会は第

３委員会室に、建設常任委員会は第４委員会室にそれ

ぞれ招集いたします。 

 次に、議会運営委員会は、正副委員長互選のため、

各常任委員会散会後、特別会議室に招集いたします。 

 改めて文書による通知はいたしませんので、ご了承

願います。 

 暫時休憩をいたします。再開は10時50分といたしま

す。よろしくお願いします。 

    午前10時07分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午前10時50分   再開   

○副議長（濱欠明宏君）  休憩前に引き続き会議を開

きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○副議長（濱欠明宏君）  この際、諸般の報告をいた

します。 

 各委員長から正副委員長が選任された旨報告があり

ました。 

 総務常任委員長に大沢俊光君、同じく副委員長に城

内仲悦君、教育民生常任委員長に佐々木栄幸君、同じ

く副委員長に木ノ下祐治君、産業経済常任委員長に澤

里富雄君、同じく副委員長に砂川利男君、建設常任委

員長に下舘祥二君、同じく副委員長に八重櫻友夫君、

議会運営委員長に中塚佳男君、同じく副委員長に堀崎

松男君、以上のとおりであります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第５ 議案第１号から議案第５号まで及

び報告第１号   

○副議長（濱欠明宏君）  日程第５、議案第１号から

議案第５号まで及び報告第１号を一括議題といたしま

す。 

 提出者の説明を求めます。菅原副市長。 

    〔副市長菅原和弘君登壇〕 

○副市長（菅原和弘君）  提案いたしました議案５件

の提案理由及び報告１件についてご説明申し上げます。 

 まず、議案第１号「平成20年度久慈市一般会計補正

予算（専決第１号）の専決処分に関し承認を求めるこ

とについて」申し上げます。 

 この補正予算は、去る３月市議会定例会後において、

地方債の同意予定額が決定されたことに伴い、２ペー

ジ、３ページの第１表、地方債補正のとおり専決処分

したものであります。 

 補正の内容でありますが、農道等整備事業ほか４件

について限度額を変更したものであります。 

 次に、議案第２号「市税条例等の一部を改正する条

例の専決処分に関し承認を求めることについて」申し

上げます。 

 地方税法の改正につきましては、去る３月市議会定

例会終了後の議員全員協議会におきまして、ご説明申

し上げたところでありますが、地方税法等の一部を改

正する法律が３月31日に公布されたことに伴い、平成

21年度の市税賦課事務に支障を来すことのないよう、

地方自治法第179条第１項の規定に基づき、市税条例

等の一部改正を３月31日に専決処分したものでありま

す。 

 その概要について、議案の最後に付しております議

案第２号の参考資料により、ご説明申し上げます。 

 議案第２号の参考資料「市税条例等の一部を改正す

る条例に係る改正要旨」をごらんいただきたいと思い

ます。 

 第１の個人市民税についてでありますが、１点目は、

平成21年分以降の所得税において住宅借入金等特別税

額控除の適用があるもののうち、当該年分の住宅借入

金等特別税額控除額から当該年分の所得税額を控除し

た残額があるものについては、翌年度分の個人住民税

において当該残額に相当する額を減額するという制度

を創設したものであります。 

 ２点目は、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に

対する税率の特例として、平成21年１月１日から平成

23年12月31日までの間における上場株式等の配当所得

及び譲渡所得等に対する税率を軽減税率10％、その内

訳は、所得税７％、住民税３％としたものであります。 

 次に、第２の固定資産税についてでありますが、土

地に係る固定資産税の負担調整措置について、平成21

年度から平成23年度までの土地に係る固定資産税の負

担調整措置について、関係する規定の整備を行ったも

のであります。 

 まず、宅地等についてでありますが、平成21年度評
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価替えに伴い、宅地等に係る負担調整措置の仕組みを

継続するとともに、据置年度において地価が下落して

いる場合に、簡易な方法により価格の下落修正ができ

る特例措置を継続するものであります。 

 その内容についてでありますが、商業地等について

は、負担水準が70％を超える商業地等については、当

該年度の評価額の70％を課税標準額とし、負担水準が

60％以上70％以下の商業地等については、前年度の課

税標準額を据え置き、負担水準額が60％未満の商業地

等については、前年度の課税標準額に当該年度の評価

額の５％を加えた額を課税標準額とするものでありま

す。 

 ただし、当該額が評価額の60％を上回る場合には

60％相当額とし、評価額の20％を下回る場合には20％

相当額とするものであります。 

 次に、住宅用地についてでありますが、負担水準が

80％以上の住宅用地については、前年度の課税標準額

を据え置き、負担水準が80％未満の住宅用地について

は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額に住宅用

地特例率を乗じて得た額の５％を加えた額を課税標準

額とするものであります。 

 ただし、当該額が本則課税標準額の80％を上回る場

合には80％相当額とし、本則課税標準額の20％を下回

る場合には20％相当額とするものであります。 

 なお、据置年度において地価が下落している場合に、

簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置を

平成22年度及び平成23年度も継続するものであります。 

 次に、農地についてでありますが、現行と同様の負

担調整措置を平成21年度から平成23年度まで継続する

ものであります。 

 次に、第３の国民健康保険税についてでありますが、

国民健康保険税の介護納付金に係る課税限度額を現行

の９万円から10万円に引き上げたものであります。 

 第４のその他についてでありますが、関係法令の改

正に伴う条項の文言整理及び期限の延長等、所要の整

備を行ったものであります。 

 なお、条例の題名でありますが、３月市議会定例会

終了後の議員全員協議会におきましては、「市税条例

の一部を改正する条例」としてご説明申し上げたとこ

ろでありますが、今回ご提案しております条例の題名

は「市税条例等の一部を改正する条例」というふうに、

「等」という文字がふえております。これは、地方税

法の改正の施行期日等に違いがあることに伴い、市税

条例の施行期日等を合わせる必要があることから、３

本の市税条例に関する条例をまとめて改正したことに

よるものであります。具体的には、第１条及び第２条

が「市税条例の一部改正」、第３条が「市税条例の一

部を改正する条例の一部改正」となっております。 

 次に、議案第３号「平成21年度久慈市一般会計補正

予算（第１号）」でありますが、今回の補正は、衛生

班連合会が実施するマイマイガの駆除経費に対する補

助金及び協同組合日専連久慈が実施するプレミアムつ

き地域商品券発行経費等に対する補助金を計上したも

ので、１ページのとおり、既定の予算額に歳入歳出そ

れぞれ970万円を追加し、補正後の予算総額を188億

500万1,000円にしようとするものであります。款及び

項の補正額は、２ページ、３ページの第１表、歳入歳

出予算補正のとおりであります。 

 次に、議案第４号「平成21年度久慈市老人保健特別

会計補正予算（第１号）」でありますが、平成20年度、

本特別会計は205万9,000円の歳入不足を生じる見込み

でありますので、その相当額について本年度予算をも

って繰上充用の措置を講じるとともに、前年度負担金

の精算見込みにより返還金の補正をしようとするもの

であります。 

 歳入につきましては、８ページのとおり、前年度交

付金及び負担金の精算見込み額として、１款１項支払

基金交付金、１目医療費交付金に５万8,000円を、２

目審査支払手数料交付金に１万2,000円を計上、この

項合わせて７万円を計上いたしました。２款国庫支出

金、１項国庫負担金、１目医療費負担金に239万9,000

円を計上いたしました。また、歳出につきましては、

10ページのとおり、２款諸支出金、１項１目償還金に

41万円を、３款１項１目繰上充用金に205万9,000円を

計上し、補正後の予算の総額をそれぞれ1,421万2,000

円にしようとするものであります。 

 次に、議案第５号「一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」でありますが、この条例

は、現下の社会経済情勢などを踏まえて緊急的に行っ

た国の人事院勧告及び県の人事委員会勧告に基づき、

平成21年６月に支給する期末手当及び勤勉手当の額を

暫定的に減額しようとするものであります。 

 具体的な改正内容についてでありますが、一般職に

ついては、期末手当0.15月分と勤勉手当0.05月分の合
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わせて0.2月分を、議員、特別職及び教育長について

は、期末手当0.15月分を、それぞれ暫定的に減額しよ

うとするものであります。 

 なお、今回の減額は、人事院が行った特別調査によ

る民間事業所の夏季一時金の決定状況等を踏まえ、期

末手当及び勤勉手当の額の一部を凍結する、あくまで

も暫定的なものであり、附則第２項で規定しているよ

うに、この条例施行後に予定される岩手県人事委員会

の勧告の内容等を踏まえながら、必要な措置を講ずる

こととしているものであります。 

 次に、報告第１号「職員による自動車事故に係る損

害賠償事件に関する専決処分の報告について」であり

ますが、本件は、本年２月25日、市内山形町荷軽部地

内の県道戸田荷軽部線を走行していた市の保有する乗

用車が、Ｕターンした際に、後方を走行していた相手

方車両と衝突し、当該車両を損傷させたものであり、

この事故に係る損害賠償の額の決定及びこれに伴う和

解について、地方自治法第180条第１項の規定に基づ

き専決処分をしたので、同条第２項の規定により報告

するものであります。 

 なお、公用車の運転につきましては、今後さらに安

全運転指導を徹底し、適切な運行に努めてまいりたい

と考えております。 

 以上で、提案理由及び報告の説明といたします。よ

ろしくご審議、ご決定を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○副議長（濱欠明宏君）  これより提出議案に対する

総括質疑に入ります。質疑を許します。18番城内仲悦

君。 

○18番（城内仲悦君）  これは３号議案ですね、この

一般会計補正予算の今提案説明があったわけですけど、

地域活性化・経済危機対策臨時交付金から970万円、

歳入で見ているわけですが、情報によれば、このたび

３億9,100万円ぐらいの試算額が出て、交付される算

定額が出ておりますが、この３億9,000万円がそのと

おりなのかどうかというのが第１点。 

 それから、今回、この活性化交付金を使って日専連

あるいはマイマイガ対策に使うということの提案に絞

って、要綱を見ますと、例えばその事業例では、この

交付金は地球温暖化対策あるいは少子高齢化社会への

対応とか、それから安全・安心の実現とかあるんです

が、その他となっていますけれども、今回は、こうい

うこの項で言うと、考え方でこの交付金が予算化され

たのか、お聞かせいただきたい。 

 それから、今、新型インフルエンザ問題が急を要す

る課題になっているわけです。まだ岩手では出ていま

せんけど、東京までもう来たという状況の中で、この

交付金を活用して対応ができることなのか、もう１点。 

 それから、先ほど言った３億9,000万何がしが交付

金として入ってくるとすれば、大方は６月補正でかな

り出てくるのではないかというふうに思うんですが、

当然この留保財源があるわけですが、その辺の考え方

はどうなっているのか、以上３点お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  ただいまのご質問

にお答えをいたします。 

 ３億9,100万円、これは上限を示されてございます。 

 あと、交付金の意味合いでございますが、地球温暖

化対策、少子高齢化対策への対応、安全・安心の実現、

その他、将来に向けた地域の実情に応じるきめ細かい

事業を積極的に実施できるように、この地域活性化・

経済危機対策臨時交付金が交付されるものであります。 

 あと、６月補正のことでございますが、きょうが締

め切りになっておりますが、きょうまでの補正要求、

その中にこの交付金を盛り込んだ部分を含めて要求を

求めているものでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  そうしますと、いろいろ活用

できるということですが、いわゆる新型インフルエン

ザ対策関係も含めて対応できるということでとらまえ

ていいですか。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  その要求内容を見

なければよくわからないんでございますが、いずれそ

の部分については対象となるであろうというふうに思

っております。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっております

全議案は、いずれも委員会付託を省略したいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 
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 直ちに議案の審議に入ります。 

 議案第１号「平成20年度久慈市一般会計補正予算

（専決第１号）の専決処分に関し承認を求めることに

ついて」を議題といたします。 

 質疑を許します。18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  起債が確定したわけですが、

この農道等整備事業の関係で、みんなそうですけれど

も、全部増額の確定になっていますけれども、これは

多分畑田圃場整備関係の農道整備事業にかかわること

じゃないかなと私は思っているんですが、そのとおり

なのか。 

 途中まで舗装が完成をして、あと田沢川にかかる橋

がこれから計画されているわけですが、今年度、この

確定した予算の中で、起債が確定したわけですけれど

も、その予算の中で、どの程度まで行くのか、お聞か

せください。 

○副議長（濱欠明宏君）  亀田農林水産部長。 

○農林水産部長（亀田公明君）  農道整備に係るこの

起債の件でございますが、議員おっしゃったとおり、

畑田地区についてもその事業の内容に含まれてござい

ます。これはいわゆる起債の充当率90％ですが、これ

が100％認められたというふうなことで増額になって

いるものでございます。 

 畑田地区のこの基盤整備促進事業でございますけれ

ども、施工延長が610メートル、うち舗装工600、路盤

工が610メートルというふうな内容となってございま

す。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第１号「平成20年

度久慈市一般会計補正予算（専決第１号）の専決処分

に関し承認を求めることについて」は、承認すること

にご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議案第１号は承認されました。 

 次に、議案第２号「市税条例等の一部を改正する条

例の専決処分に関し承認を求めることについて」を議

題といたします。 

 質疑を許します。17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  ２点お尋ねいたします。 

 一つは、いわゆる株取引にかかわる軽減税率の延長

の問題です。本税であると20％、これが10％軽減がさ

らに延長になるという内容だと思うんですが、久慈市

でこれに該当する、いわゆる20年度実績でいいですが、

人数及びこの軽減措置によっての減税額、どれぐらい

なのか、お聞かせください。 

 ２点目は、国保税の１万円の引き上げ、課税限度額

の問題ですが、これの対象世帯、どのぐらいなのか。

それから、あわせて新たな算定方式が追加になったと

いうふうに聞いているんですが、いわゆる各種控除を

控除した金額に限る、そういう新たな方式も対応でき

るというふうになったと思うんですが、これについて

の市の対応、どういう対応をなされるのか、まずお聞

かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、今ご質問

をいただきました上場株式等の部分についてでござい

ますが、１年延長になったということでございまして、

今回、久慈市において、これは平成20年度の状況で申

し上げますと、上場株の配当の部分で該当いたします

のは18件でございまして、額で申し上げますと22万円

ほどでございます。今回の部分の中で還付に当たる部

分は５件で17万円ほどという状況でございます。 

 それから、国保に関してのご質問をいただきました

が、対象世帯はたしか36世帯ではなかったかというふ

うに思っております。それから、国保税の課税の方式

ということにつきましては、従来どおり、久慈市の部

分の中では従来どおりの方法で算定をしていくという

ことでございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第２号「市税条例

等の一部を改正する条例の専決処分に関し承認を求め

ることについて」は、承認することに賛成の諸君の起

立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（濱欠明宏君）  起立多数であります。よっ

て、議案第２号は承認されました。 
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 次に、議案第３号「平成21年度久慈市一般会計補正

予算（第１号）」を議題といたします。 

 議案の審議方法についてお諮りいたします。第１条、

歳入歳出予算の補正は、歳入歳出ともそれぞれ款ごと

に説明を受け、審議を行うことにいたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、そのように決定いたしました。 

 第１条、歳入歳出予算の補正、歳入13款国庫支出金、

説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  それでは、事項別

明細書によりご説明申し上げます。 

 ８ページになります。13款国庫支出金、２項国庫補

助金でありますが、１目総務費補助金に、国の景気対

策に伴う地域活性化・経済危機対策臨時交付金970万

円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、歳出４款衛生費、説明を求めます。佐々木総

務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  10ページになりま

す。４款衛生費、１項保健衛生費でありますが、４目

環境衛生費に衛生班連合会が実施するマイマイガの駆

除経費として、マイマイガ駆除緊急事業費補助金470

万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を許します。14番桑田

鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  皆さん方ご承知のことと思い

ますが、今、マイマイガの幼虫、毛虫が異常に発生を

しているということで、まさに時宜を得た事業だなと、

そういうふうに思うんですが、具体的な事業の内容に

ついてお尋ねをします。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、マイマイ

ガに対するお答えを申し上げます。 

 今回、衛生班連合会において取り組みをいただきま

す事業でございますが、これにつきましては、衛生班

の中においてそれぞれ具体の部分は決定されるという

ふうに伺っておりますが、今回、私どもと協議をし、

申請があった部分についての中で申し上げますと、現

在、久慈市が行っておりますマイマイガの駆除に対す

る事業でございますが、噴霧器の貸し出し、そして、

加えて農薬の頒布ということでございます。そして、

それが地域の中に安全を確認して取り組むということ

で、衛生班、町内会を対象としていたところでござい

ますが、ただ、その事業だけにおいて対応し切れない

部分があると。例を申し上げますと、地域の中にある

廃屋とか、それから所有者は確定しているのに居住し

ていない家屋、または周辺にある大きな木とか、地域

の皆さんや個人で対応できない状況があるということ

から、昨年来、衛生班もそれぞれ取り組んできたとこ

ろではございましたが、それらの部分について、今回、

地域における発生状況をより具体に把握しているのは

衛生班、町内会等であるということと、あわせて、そ

の中で優先してやれる状況を確認できるのもまた地域

であるということから、衛生班連合会を事業の主体と

して要望をいただきましたので、そちらに補助をし、

やるということでございます。 

 ですから、今お話がありました部分の中で、現在、

市が対応している事業よりは一歩踏み込んで地域の中

の環境衛生の保全、保護に役立てる、効果のある事業

になるのではないかと期待しているところであります。 

○副議長（濱欠明宏君）  14番桑田鉄男君。 

○14番（桑田鉄男君）  今お答えをいただきました。

去年の今ごろの時期では、毛虫等につきましてもこと

しのようには多くなかったということで、いずれこれ

がまた成虫になって、また卵を産むとか、そういうふ

うになれば、非常に大きなことになるのかなと、そう

いうふうに思っています。いずれ、去年の例、例えば

明りに集まるので、いろんなそれに対する対応等も必

要になるのかなと、そういうふうに思っています。 

 今、毛虫状態の中では、なかなか小さいものである

し、その駆除も大変だろうなと、そういうふうにも思

うので、これから、いずれ成虫なりになった場合の対

応といいますか、対処、それらについても担当部、担

当課では、広報、回覧等を使って、きめ細やかな指導

等もしていただければいいのかなと、そういうふうに

思うので、ひとつそのことも考え方をよろしくお願い

をします。 

 今のところで出ているのは、例えば街灯、防犯灯等
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についても消してほしいとか、そういうことももう既

に私ども聞かされておりますので、そういうことも含

めて、考え方、進め方をお尋ねをしたいと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、マイマイ

ガについてお答えを申し上げます。 

 マイマイガの発生の状況等については、なかなか予

測、予察というものは困難であるというふうに考えて

おります。現在進めております久慈市の先ほど申し上

げました事業に加えて、このたびの議決をいただきま

すと、久慈市衛生班連合会が主体的に取り組む事業に

よって、より効果的に、より広範に、そして若干今ま

で手の届かなかったところにその事業が広がっていく

だろうということを期待しております。 

 この夏については、どういう状況になるかというの

はまだ予断を許さないところではございますが、県の

林業技術センターによりますと、葛巻町かいわい等の

ほうにおきまして、いわゆる核多角体病、ウイルスの

ことでございますが、いわゆる大量に発生しますと、

みずからが種の保存のためにどこからかウイルスが出

て、いわゆる天敵になるものでございますが、それの

確認が10カ所ほどでなされているということも聞いて

おりまして、ただ、それが安心材料ではもちろんござ

いません。ですから、引き続きその推移を見ながら、

地域における消灯、それから昨年行いました誘蛾、集

蛾、そういうような対応を含めて対策を講じていきた

いというふうに思っておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  マイマイガ対策ですけれど

も、連合会が対応するということですが、そうすると、

これは各衛生班からの申請を受けて対応するというこ

とになりますか、第１点。 

 それから、噴霧器の貸与、農薬の配布、言われまし

たけれども、いわゆる市内に衛生班というのはかなり

の、100以上もあるんですか、上ると思うんですね。

噴霧器の場合、聞けば、数台程度しかないというふう

にも聞いているのですが、そういう貸し出しが対応で

きるのかどうか、２点目。 

 それから、３点目は、いわゆるこの事業で廃屋とか、

それにも対応するものだと言われましたけれども、マ

イマイガの状況からいえば、いわゆる廃屋とか実際住

んでいる住家あるいは公園とか私有地、区別なく存在

しているわけですよね。そういう点では、やはりこの

際、農薬、除虫剤の配布をですね、やっぱりかつての

ウジ虫でしたか、のような、そういう各家庭でも使え

るような、そういう広がりをとるべきではないのかと

いうふうに思うんですが、お聞かせください。今のは

３点目ですか。 

 ４点目は、電柱の関係です。東北電力さん等では除

去したというのは私も見たんですが、聞けば、ＮＴＴ

が管理している柱については対応なされていないとい

うふうにも聞くんですが、それは事実ですか。もしそ

うだとすれば、やはりＮＴＴさんのコマーシャルでい

えば、お客様本位、サービス第一ということを言われ

ているわけですよね。そういう点からいえば、企業の

社会的責任は言うまでもなく、やはり全体のそういう

駆除にご協力いただくというのがあってしかるべきだ

と思うんですが、その辺のいきさつはどうなっていま

すか、お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、マイマイ

ガについてお答えを申し上げます。 

 今回の事業が各地区の衛生班からの申請を受けてや

ることかということでございます。当然に衛生班連合

会が取りまとめてやるということでございますので、

各地域でどれだけの駆除を対応してほしいかという要

望を取りまとめた上で、緊急性、優先性等を考えなが

らやるということになろうかというふうに思います。

聞くところ、今、予算を要求いただいたところの中で

お伺いしたところによれば、２人ずつ、８人ですね、

４チームをつくって、それぞれ毎日その駆除に当たれ

るような状況ということで伺っております。 

 それから、噴霧器の貸し出しということでございま

すが、確かにご指摘をいただいたとおり、久慈市その

ものが所有している噴霧器というのは数は少のうござ

いますが、今回の事業等において、それらの対応もし、

そして、みずからが地域として取り組める部分につい

てはお取り組みをいただくと。先ほどもご答弁申し上

げましたように、従来の農薬の頒布については、市は

引き続き行ってまいりますので、そういう状況での駆

除もできるということになります。 

 それから、廃屋等を区別なく、いろいろなところで

と、存在していることからということでございますが、
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これについては衛生班と協議をした中で、一つの基準

と申しますか、という部分の中では、その地域にとっ

て私所有で管理者がいてという状況があって、それが

公益として必要性があるかというところの中で判断を

していきたいということになるだろうということでご

ざいました。ですから、逆を申しますと、ある方が共

稼ぎでうちにいないので、うちに来てやってくれとい

うような場合、やれる状況があって、やっていらっし

ゃらない部分については、従来どおり、個人の所有す

るものを個人が協力をしていただくという形になろう

と思いますが、個人の力でできない部分について地域

が取り組むというのが今回の事業の柱ではないかとい

うふうに考えております。 

 それから、４点目の東北電力のお話をいただきまし

たが、たしか東北電力の電柱については、（発言する

者あり）ええ、お話もいただきまして、それについて

はやったということで前議会でお答えしたとおりでご

ざいますが、東北電力さんからお伺いしたところ、借

りている電柱、いわゆる添架はしているけれども、本

体がＮＴＴ柱であるというような状況もございまして、

それらについては、責任の問題があって、協議したけ

れども、駆除できなかったというふうに伺っておりま

す。 

 なお、ＮＴＴさんについても、東北電力と同様に、

こちらのほうから駆除のお願いはしたところでござい

ますが、具体の中では取り組みがなされなかったとい

うふうに思っております。 

 ただ、これにつきましては、今後もその状況を見な

がら、個人は個人で取り組む、地域は地域で取り組む、

それから事業所は事業所でということの中での協力は

要請していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  答弁をいただきました。確

認になりますが、いわゆる実際に民家ですね、住んで

おられても、例えばお年寄り世帯であるとか、駆除し

ようにもなかなか大変だという状況があるわけですね。

そういうケースについては、地域の衛生班との話し合

いの中で、そういうケースについては柔軟に対応でき

るという受けとめ方でよろしいですね。それが第１点。 

 それから、これは時期的には大変遅いと思うんだけ

ど、ＮＴＴさんですね、これはやはりぜひ、来年にも

関係してくるわけでね、そういう善処方は強力に要請

を改めてお願いしたいというふうに思います。お聞か

せください。 

○副議長（濱欠明宏君）  野田口市民生活部長。 

○市民生活部長（野田口茂君）  それでは、お答え申

し上げます。 

 高齢の世帯等についてということでございますが、

先ほど申し上げましたとおり、衛生班連合会等との協

議の中での話になりますが、いわゆるそこの中で個人

でできない、地域にとって公益、いわゆる地域の衛生

環境を守るということで必要であればということでご

ざいましたので、そういう取り組みはできるものと認

識しております。 

 それから、確かに時期が遅いというようなお話であ

りました。マイマイガはこの後どうなるか、先ほど申

し上げましたように、予測困難な状況ではございます

が、ＮＴＴ等を含めて他事業所にもそれぞれ駆除をい

ただくよう要望してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 ７款商工費、説明を求めます。佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  ７款１項商工費で

ありますが、２目商工業振興費に協同組合日専連久慈

が実施をしますプレミアムつき地域商品券の発行及び

記念イベント事業の経費として、地域商品券発行事業

費補助金500万円を計上いたしました。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  18番城内仲悦君。 

○18番（城内仲悦君）  今、説明があったんですが、

もう少し詳しく、プレミアム商品券が何枚というかね、

出て、その記念イベントも入っているんだとすると、

500万円の使い道はどうなっていくのか、もう少しわ

かるように詳しく、そして、その取り組みの期間は、

市民も聞いているわけですから、議場を通じて聞いて

いるわけですから、その辺もわかるようにお聞かせい

ただきたいと。 

 日専連久慈が対応したということですが、久慈には

商工会議所という、もうちょっと大きい団体もあるわ

けですけれども、そういった点での協議もあったやに

聞きますが、そこはなぜいかなかったのかを含めて、

やはり具体的な動きといいますか、今、市がやってい

る国からの対応と、このプレミア商品券のタイミング
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というのはやっぱり当然あるわけですけれども、この

辺のことはどうとらまえているのか。他の新聞等を見

ても、もう時期的にはかなり、３月段階で動いている

ところもあったし、もっと早い時期に動いたところも

あったわけですけれども、遅きに失したとは言いませ

んけれども、いずれやることについては一定の評価は

できるわけですが、この辺含めてお聞かせいただきた

いと思います。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、プレミア

ムつき地域商品券の内容についてお話をしたいと思い

ます。 

 どのくらいの額を発行するのかということでござい

ますが、販売総額は5,000万円を予定しておるという

ことであります。したがいまして、5,000万円分で、

それに10％のプレミアムがつくということでございま

すので、5,000万円で5,500万円分の発行ということに

なります。 

 次に、イベントの内容と、こういうことでございま

すけれども、これにつきましては、いわゆるこの商品

券が速やかに販売されて、お使いをいただけるために

も、そういう記念イベント、発行記念イベントを実施

することで活性化されるというようにしたいという考

え方から、今回この記念イベントをするということで

ございまして、この内容につきましては、発行を６月

１日からこのプレミアムの商品券を発売するわけであ

りますけれども、平成21年９月30日、今年の９月30日

までにその商品券をお使いいただいたその中から抽選

をして、いわゆる商品が当たる。今現在、正式決定の

ものという形になろうかと思いますが、賞品としては、

Ａ賞として地デジ対応のカラーテレビを抽選の結果、

賞品として出したい、さらには3,000円相当のべっぴ

ん商品券を賞品として出したいと、このように考えて

いると伺っております。 

 さらには、時期的にちょっと若干遅かった部分もあ

るのではないかということと、県内あるいは県外の発

行の状況を見ていれば、商工会、商工会議所等が主に

やられているのではないかと、こういうご質問でござ

いますが、これにつきましても、県内の各そういう団

体あるいは県外でもそうですが、こういったことをな

されているんだけれども、商工会議所さんとして取り

組みのほうはいかがですかというような形は、私ども

も12月あるいは１月、２月の時点でお話を申し上げ、

ご検討をなされるよう勧めてきたところであります。 

 そういった中において、一つ、商工会議所で考えた

時点では、やはり地域商品券を発行するという部分に

なりますと、期間が１年以内で発行するという形にな

りますと、財務局の方にそういう部分の登録がなされ

ていないと発行できない。いわゆる６カ月以内だと、

そういう登録をしなくても、不要で発行はできるんだ

けれども、それ以上になると発行できないというよう

な部分がありましたので、その件を商工会議所あるい

は日専連さん等とご協議をいただいた結果、こういう

形での発売をするという方向になりました。 

 以上であります。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  一つ、二つ質問したいと思い

ますが、まず一つは、日専連が事業を行うと、それに

ついての補助というふうな説明だったわけですが、取

り扱う商品と、取り扱う商店は、日専連の加盟店のみ

というふうな理解でいいのか、できるだけ多くの、日

専連に加盟していない商店でも取り扱えるような形で

の事業展開というのが計画されているかどうか、お伺

いをします。 

 それから、プレミアムつき5,000万円相当分という

ことですが、これは他の例等を見れば、例えば1,000

円券11枚を１万円で販売をするというふうなのが何と

なく想定されるんですが、どのような形になるかと。 

 それから、もう一つは、抽選については９月30日ま

でに使用した分について抽選を行って、賞品のプレゼ

ントというような、そのようなイベントもあったわけ

ですが、商品券そのものの使用期限というのはどのよ

うな計画になっているか、お伺いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  下舘産業振興部長。 

○産業振興部長（下舘満吉君）  それでは、３点ほど

ご質問いただきましたので、お答えをしたいと思いま

す。 

 取り扱う商店の内容でございますけれども、議員お

話しのとおり、日専連に加盟をしている商店のところ

でお使いいただけると。したがいまして、加盟をして

いないところでは使うことはできないということです。

したがいまして、日専連では、現在加盟している商店、

そういったところ以外にも、今回、加盟の募集を行っ

たというふうに聞いておりますし、その結果、新たに
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17店のお店の方々が加入をされたと、このようにも伺

っております。 

 それから、販売の内容についてということでござい

ますが、販売の内容は、今お話が議員の方からもあり

ましたけれども、1,000円券11枚を１セットとして、

これを１万円で販売すると、こういう販売の方法とな

ります。 

 それと、使用期限でありますが、販売期間と有効期

間でありますけれども、発行日より５年間ということ

で使えるというふうに設定をしていくというふうに伺

っております。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 以上で、質疑を終わります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第３号「平成21年

度久慈市一般会計補正予算（第１号）」は、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号「平成21年度久慈市老人保健特別

会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 質疑を許します。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第４号「平成21年

度久慈市老人保健特別会計補正予算（第１号）」は、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  ご異議なしと認めます。よ

って、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号「一般職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 質疑を許します。１番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  一般職の職員の給与に関する

条例等の一部改正についてですが、職員の給与につい

ては、人事委員会勧告、これに基づいて行うと。これ

はそのとおりで、これまでもそのとおり行ってきたわ

けですが、県の人事委員会が今回の勧告に当たってど

のような調査を行ったのか。４月17日の時点ではその

調査を断念したと、そのようなことも聞いているんで

すが、いつからいつまで実施して、その結果はどうだ

ったのか、一つ目はお伺いしたいと思います。 

 それから、例年であると、秋ごろになって人事委員

会勧告を行って、それらの過不足が生じた場合に年末

に調整を行っているというのが実態なわけですが、現

在のこのような経済不況の中で、それで国内の消費拡

大を行っていかなければならない、内需拡大を行って、

景気回復を行っていくという国の政策もあるわけです

が、それらともこういう減額というのは逆行する動き

になるのではないかと。夏季一時金の減額を、暫定的

とはいえ、実施すべきではないのではないかと、通常

どおりの人事院勧告に沿って行っていいのではないか

と考えるんですが、今の段階で減額をすべきだという

ふうに考えたその理由をお聞かせ願いたいと思います。 

 以上です。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  第１点目の県の人

事委員会の調査の内容ということでございますが、そ

の調査内容については承知してないところでございま

す。ただ、国の人勧に倣いながら、県の人事委員会で

も同様の勧告をしたというふうなことで承知をしてい

るところでございます。 

 あと、経済に逆行しながら、いろんな部分があると、

それで今回、条例改正の提案をどういう理由でという

ふうなことでございますが、国の人勧、それから県の

人事委員会の勧告に倣い、今回提案をしたところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  県の人事委員会における調査、

その概要を承知していないということですが、調査の

結果に基づいて勧告を行う、で、その勧告が行われた

ことについてどのように対応するかというのが、これ

は基本的なことだと思うんです。調査の内容も掌握し

ていないというのはいかがなものかというふうに考え

ますが、ご答弁をお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 
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○総務企画部長（佐々木信蔵君）  国の方の調査の内

容でございますが、特別調査の実施期間は４月７日か

ら24日、18日間でございまして、特別調査企業数は

2,669社、この企業規模50人以上かつ事業所規模50人

以上の企業ということで、調査企業数のうち、調査完

了率は2,017社というふうに伺ってございます。そう

いうふうな状況の中で、夏季一時金の減少率が13.2％

の減額、減だというふうなことであります。そういう

ふうな全体的な調査の部分の結果、その勧告が出され

たというふうに承知してございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  １番梶谷武由君。 

○１番（梶谷武由君）  私がお尋ねしたのは、県の人

事委員会の調査内容でございます。国の方についても

調査した、そのことは存じてはいるんですが、夏季の

一時金、これが確定をする前の段階の調査と、そして

勧告を行ったということについては、大きな疑問を感

じるところです。公務員の賃金、手当等が、これは民

間へも大きく影響を及ぼすと、そのような状況がこれ

までもずっと長い間あったわけですので、それらも踏

まえながら考えた場合に、経済状況が非常に厳しい、

このような状況の中で、単純に改正をして減額すべき

というふうなことについては、余りにも安易な発想で

はないかなというふうに思います。県の状況について

のお答えをお願いします。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  県の人事委員会か

らの情報でございますが、従来どおり、職種別民間給

与実態調査において県内民間事業所の支給実績を正確

に把握した上で、職員の特別給と比較し、その結果を

踏まえて勧告を行うことが適当と考えるなら、民間の

極めて厳しい状況を反映した人事院勧告の内容も踏ま

え、情勢適応の原則の観点から、本県としての対応を

検討する必要があると判断したということでございま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  私も何点かお聞かせをいた

だきたいと思うんですが、今もありましたように、い

わゆる人事院勧告、例年８月に入って勧告をしてとい

うのが、恐らく人事院が発足して以来の流れだったと

思うんですね。しかも、今もありましたように、民間

ベースでいえば、一時金等も含めて８割前後は交渉中

ということで、結果を見ていない、結論を見ていない

という中で、これまでの流れやルールや、そういう実

態の賃金の妥結状況等からしても、今回の今の時点で

の対応というのは極めて異常だと思うんですね。そう

いう点で、しかも提案説明でありましたように、本則

じゃない、附則でうたって、しかも暫定だと、いわゆ

る時限立法だというやり方も、これまでに例のないや

り方ですよね。そういう点で、これに至ったねらい、

背景、目的、経済状況にかんがみというだけの説明で

は、なかなか納得いかないのではないかというふうに

思いますので、改めて、ねらい、背景、目的、お聞か

せください。 

 第２点は、新聞等で見ますと、平均で７万円前後じ

ゃないかと、いわゆるダウン額がですね。そうすると、

やっぱり地域経済にも一定の否定的な影響を及ぼすで

あろうというふうに思うんです。そこで、この措置に

伴っての市職員全体でのカット額がどれぐらいになる

のか。それから、久慈市内の民間でも市の給与に準じ

て対応している事業所、民間企業があると思うんです

ね。それらを含めた全体の額がどの程度で、地域経済

に否定的な影響をどの規模で与えるのか、第２点目、

お聞かせください。 

 それから、これは読売の19日付でしたが、岩手県の

知事がこれをせざるを得ないと、で、今、労働組合と

の理解を求めるべく交渉中だという新聞記事があった

んですが、市職員組合との交渉の経過、内容ですね。

１人当たり平均すれば７万円前後、久慈市の場合、正

確にどれぐらいになるかわかりませんけれども、これ

がダウンするとなるとね、これはやっぱり重要な労使

交渉の交渉事項だというふうに認識をするんですが、

その認識はいかがですか、お聞かせください。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  今の時期に行った

背景ということでございますが、いずれ国の方からは

景気の急速な悪化に伴った民間企業の夏季一時金の大

幅な減額が見込まれるというふうなことぐらいの情報

しか、今のところ、詳細な部分については、細かいこ

とについては、国の背景の考え方というのは承知して

ないところでございます。 

 あと、市職員全体の額ということですが、一般職で

2,500万円というふうに現時点で推計してございます

し、あと特別職、議員さんを合わせまして179万2,000
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円ほどというふうに推計をしているところでございま

す。 

 あと、市の給与に準じてやっている企業数というこ

とでございますが、今のその情報を持ち合わせており

ませんので、ご了承願いたいというふうに思います。 

 それから、組合の交渉の過程でございますが、県の

人事委員会の勧告が13日の午後に出たものでございま

す。それから、組合の方ともいろいろとお話をしてき

ましたが、日程調整の関係で、15日にお話し合いをし

て、18日ごろでしたか、月曜日、そのぐらいに話をし

たと。こちらではできる限りの対応を、いわゆる時間

がない中で、できる限りの対応をしたというふうに考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  17番小野寺勝也君。 

○17番（小野寺勝也君）  部長の答弁は、国の方から

発せられたものだと、背景等については承知していな

いという答弁ですよね。 

 そこで、菅原副市長にお尋ねいたしますが、確かに

政府から、人事院から出たものだというのは、そのと

おりですよね。しかし、今のような、背景、中身はわ

からないけれども、国から言われたというだけではね、

これは自治体のあり方とすれば、上意下達じゃないん

ですから、その関係ではないんですから、やっぱり国

にただすべきはただす、言うべきは言うということは、

大事なのではないでしょうか。かつて菅原副市長のそ

ういう持論をお聞きしたことがありますけれども、や

っぱりただすべきはただす、言うべきは言う、そうい

う性格のものではないでしょうか、お尋ねいたします。 

 それから、もう一つは、部長、いわゆる１人当たり

数万円もカットされるというのは、重要な労使交渉の

交渉事項でしょう。違いますか。だとすればね、僕ら

に議会招集のあれがあったのは14日ですよ。14日にこ

ういう議案を臨時会にかけるということですからね。

それでは、これを、条例改正をするというのを最終的

に庁議で決めたのはいつなんですか。そして、最初に

組合と交渉したのは15日。これではね、流れからいっ

たらね、まさに問答無用じゃないですか。やっぱりあ

るべき労使交渉の正常な関係をみずから壊すというこ

とになりませんか。改めてお聞かせをください。 

○副議長（濱欠明宏君）  菅原副市長。 

○副市長（菅原和弘君）  人事院で前例のない特別調

査に至った経緯があるわけでございまして、急速な景

気の減速ということに伴いまして、本年の民間企業の

夏季一時金の決定状況、これは過去20年以上にわたっ

て見られないほどの大幅な前年比マイナスがうかがわ

れるということから、緊急に特別調査を行ったという

ふうに聞いております。そういう特別調査を受けまし

て、引き下げの勧告をしたことになったわけでござい

ますが、こういった民間企業の夏季一時金の大幅な減

額が見込まれる中にあって、均衡の原則といった、民

間の給与の動向等を見ながら、それと均衡を図ってい

くという観点から見ますと、公務員のみ夏季一時金に

何も手をつけないというわけにはいかないというのが

人事院の考え方だと思います。 

 それについて、久慈市としてやはり久慈市なりの物

を申すべきではないかというご意見でございますが、

久慈市におきましても、その情勢は大なり小なり同様

のものであろうかと思います。 

 なお、勧告、凍結を見送るような自治体も、全国の

中には、ごく少数でありますが、あるわけでございま

すが、例えば既に独自の給与の減額措置を行っている

とか、あるいは現時点で既に凍結後の国の水準を下回

っているといったようなところは、特段の理由がある

ということで見送ったところがあるようでございます

が、久慈市におきましては、そういった特段の理由と

いうのが見当たりませんことから、これまでと同様、

人事委員会、人事院の勧告に沿って措置したいと考え

ておるものでございます。 

○副議長（濱欠明宏君）  佐々木総務企画部長。 

○総務企画部長（佐々木信蔵君）  確かに給与カット

という部分については、重きを置いて労使協議などを

やる必要があるというふうには認識してございます。 

 あと、14日に議会に提示して、その後に15日にとい

うことでございますが、14日に組合の方には申し入れ

しながら、どうしても日程調整ができなくて15日にな

った経緯でございます。私らもその努力をしながら、

そういうふうな流れでございますが、いずれ今後にお

いても、その辺については配慮していきたいというふ

うに考えてございますし、あと、暫定的な措置でござ

いますし、今度８月、多分人勧が、本来の人勧がある

でしょうし、10月ごろは県の人事委員会、それについ

ても、今の部分について含めて、これを的確に対応し

てまいりたいというふうに考えます。 
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○副議長（濱欠明宏君）  ４番木ノ下祐治君。 

○４番（木ノ下祐治君）  先ほどからるる話が出てお

るわけでございますが、労使交渉、そして賃金体系、

全く私も理解できないわけではないんですが、しかし

ながら、今お話しされている部分は確かに大変な話な

わけですが、実際問題として久慈市の財政、恐らく相

当の財政不足に陥っているであろうと。我が久慈市議

会、当局、この部分でこのまま放置していいわけがな

い。久慈市の財政をだれが担っていくのか。我々議会

が担っていかなければ、これはどうにもならない。そ

して当局側。これは我々が責任を持たなければならな

い。当然職員の皆さんの危惧する部分は理解できます。

しかしながら、財政が逼迫しておることは確かなわけ

です。これは議員の皆さんも当局も、だれしもがわか

っている。当然我々も苦しい。だれかが、でもこれを

担っていかなければならない。これは理解せざるを得

ない。私はそのように思います。当局の皆さんも、こ

れは大変苦労している点であろうと思います。だれか

が責任を持たなければならない。当局は、この議案を

出すに当たって、相当のご苦労があったであろうと推

測しますが、我々議会もこれは理解し、そして協力し

ていかなければならない。私はそのように思いますが、

当局の皆さんはそれなりに答弁をしておるわけですが、

市長の決意のほどをお聞かせいただければ、ありがた

いです。 

○副議長（濱欠明宏君）  山内市長。 

○市長（山内隆文君）  木ノ下議員からは、市の財政

状況を憂いていただきながら、なおかつしっかりと責

任を持って前に進んでほしいと、そういった趣旨のご

質問を賜りました。私ども、この人事院勧告の趣旨と

いったもの、その原点に思いをはせますと、やはり民

間と公務員との給与のバランス、これを第三者機関で

ある人勧が行うと、この仕組みは公務員制度の成り立

ち上、必要不可欠の存在であろうと、このように思っ

ております。そうした中で、国においては、さまざま

な調査を行い、一定の結論を出した。国が調査に当た

って出すその背景となったさまざまな民間の給与水準

等々について、先ほど菅原副市長から話があったわけ

でありますが、それと大きく異なる要素を久慈市は持

っていないということから、人事院等の勧告に基づい

て私どももこのような決定をさせていただきました。

今後も民間と公務員の給与体系、水準のあり方等々に

ついては十分に配意しながら、職員の皆さんとも意思

を疎通させながら図ってまいりたいというふうに思っ

ているところであります。ご理解賜りますようによろ

しくお願いいたします。 

○副議長（濱欠明宏君）  質疑を打ち切ります。 

 次に、討論でありますが、討論はありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副議長（濱欠明宏君）  討論なしと認めます。 

 それでは、採決いたします。議案第５号「一般職の

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」は、

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（濱欠明宏君）  起立多数であります。よっ

て、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    閉会   

○副議長（濱欠明宏君）  以上で、本臨時会の日程は

全部終了いたしました。 

 これで第13回久慈市議会臨時会を閉会いたします。

大変ご苦労さまでした。 

    午後０時03分   閉会   
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